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業 務 報 告 書

Ⅰ 地方公務員災害補償基金の概要

   １ 設立年月日

      昭和４２年１２月１日

   ２ 根拠法

      地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）

   ３ 主務大臣

      総務大臣

   ４ 業務内容

地方公務員災害補償基金（以下「基金」という。）は、全ての地方公共団体及び地

方独立行政法人（以下「地方公共団体等」という。）の常勤の職員（常勤的非常勤職

員を含む。以下同じ。）の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を行って

います。また、併せてこれら災害の被災職員の社会復帰の促進、被災職員及びその

遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその

遺族の福祉に必要な事業を行うことを業務内容としています。

５ 組織

  基金は、地方公共団体等に代わって統一的な補償の迅速かつ公正な実施を確保す

るため、地方公務員災害補償法に基づき設立された、地方公共団体が主体となって

業務運営を行う、いわゆる地方共同法人です。

基金は、主たる事務所である本部を東京都に置いています。また、従たる事務所

である支部を都道府県及び地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指

定都市」という。）ごとに置いており、６７支部が置かれています。
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基金には、基金の最終的な意思決定機関として地方公共団体の代表者３名で構成

される代表者委員会が置かれ、役員として理事長、理事４名、監事１名が置かれて

います。

また、基金の業務に関する地方公務員災害補償基金定款（以下「定款」という。）

の変更等重要事項を審議する機関として運営審議会が置かれています。

さらに、基金が行う補償に関する決定について不服がある者からなされる審査請

求を審査・裁決する機関として、本部に審査会が、支部に支部審査会が置かれてい

ます。

  なお、本部は、補償及び福祉事業の迅速かつ公正な運用を図るための基準の作成

及びその実施の確保を図るための業務を行っています。また、支部は、都道府県知

事及び指定都市の市長の職にある者をもって充てる支部長を置き、具体的な事案に

ついての公務災害及び通勤災害の認定、補償金額の決定及び支払等の業務を行って

います。

  (1) 事務所の所在地

   ① 本部 〒１０２－００９３

             東京都千代田区平河町２－１６－１ 平河町森タワー８階

      ②  支部 別表１「従たる事務所（支部）の所在地」のとおり。

  (2) 代表者委員会    

        基金の最終的な意思決定機関として、代表者委員会があります。

  代表者委員会は、次に掲げる事項を議決します。

      ①  定款の変更

      ②  地方公務員災害補償基金業務規程（以下「業務規程」という。）の変更

      ③  毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

      ④  重要な財産の処分及び重大な債務の負担

   また、代表者委員会は、総務大臣の認可を受けて理事長及び監事を任命するほ

か、理事長が理事を任命するに当たっては代表者委員会の同意を得る必要があ

り、役員の解任に関しても同様の関与が規定されています。

        代表者委員会の委員は、別表２のとおり、令和６年度の開催状況は、別表３の

とおりです。
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    (3) 運営審議会

        基金の審議機関として、運営審議会があります。

  運営審議会は、次に掲げる事項を審議します。

      ①  定款の変更

      ②  業務規程の作成及び変更

      ③  毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

      ④  重要な財産の処分及び重大な債務の負担

      また、運営審議会は、理事長の諮問に応じて、基金の業務に関する重要事項を

調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議します。

        運営審議会の委員は、別表４のとおり、令和６年度の開催状況は、別表５のと

おりです。

  (4) 役員

     基金の役員数は、６名（常勤３名、非常勤３名）です。

     役員の氏名、役職、任期及び経歴は、別表６のとおりです。

  (5) 職員

    基金の業務に従事している職員数（令和７年３月末日現在）は、次のとおりで

す。

① 本部 ４４名

      ②  支部 １,０８８名（うち基金業務に専ら従事する職員は、９０名）

    なお、支部では、法律に基づき、都道府県又は指定都市の職員が支部職員とし

て基金の業務に従事しています。

  (6) 認定の仕組み

    地方公共団体等の職員が災害を受け、それが公務災害又は通勤災害によるとさ

れる場合には、当該被災職員又はその遺族は、基金に対しその補償を請求するこ

ととなります。その主な流れは、次のとおりです。

   ①  被災職員又はその遺族（以下「被災職員等」という。）は、認定請求書、補

償請求書及び必要書類を任命権者に提出します。

    ② 任命権者は、当該災害が公務災害又は通勤災害に該当するかどうかの意見を

付して、支部長に提出します。

   ③ 支部長は、認定基準に基づき慎重に審査の上、公務上・外又は通勤災害該当・
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非該当の認定を行います。

   なお、各支部間における認定業務の統一性の確保及び判断困難事案の適正処理

の観点から、本部における各種基準の設定及び特定事案についての本部協議が行

われています。

     また、認定等に不服のある被災職員等は、支部審査会に審査請求を行うことが

でき、支部審査会の裁決になお不服がある場合には、審査会に対し再審査請求を

行うことができます。

    なお、平成２８年４月１日以降、行政事件訴訟法による処分の取消しの訴えは、

支部審査会の裁決に不服がある場合には、審査会の再審査請求を経ることなく、

提起することができることになっています。

    審査会（本部）の委員は、別表７のとおりです。

  (7) 業務に要する財源

    基金が行う災害補償等を実施するために必要な費用は、主に地方公共団体等か

ら納付される負担金によって賄われています。

    負担金の額は、職務の種類による職員の区分に応じ、その職務の種類ごとの職

員の給与総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用等を考慮して定

める割合（負担金率）を乗じて得た額の合計額とされています。

    また、基金の経理は、普通補償経理と特別補償経理に分けられています。この

うち普通補償経理は、全ての地方公共団体等を対象とするもので、特別補償経理

で賄うべきもの以外の補償及び福祉事業の実施に要する費用等を経理していま

す。一方、特別補償経理は、基金制度創設前から公務災害による療養に対し給与

支給に替えて休業補償を行っていた団体等を対象としており、具体的には、業務

規程別表第二に定める団体の職員に対して行う休業補償及び休業援護金に要す

る費用を経理しています。

        負担金率も経理ごとに決められており、普通補償経理については定款で、特別

補償経理については業務規程で規定されています。令和６年度の負担金に適用さ

れる職員の区分及び負担金率は、別表８のとおりです。

普通補償経理に係る負担金率の算定方法については、平成２５年２月１２日の

財政委員会答申において、平成２６年度以降の新規裁定年金分について充足賦課

方式を採用することを主な内容とする見直しを行い、おおむね３年ごとに負担金
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率の改定を行うこと及び地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、負担金率の大幅

な上昇を避けるため、その引上げを複数回に分けるなど、段階的かつ緩やかなも

のとなるよう責任準備金（旧称「支払備金」）の特例的な取崩しを行うこととさ

れています。

これを踏まえ、令和２年度から適用する普通補償経理に係る負担金率の改定

は、以下３点の基本方針に基づき実施しました。

① 充足賦課方式への円滑な移行を実現するため、平成２６年度から３年ごとに

３段階で実施することとされている負担金率改定の第３段階の改定を行うこ

と。

② 平成２９年度から令和元年度の第２段階における基金の収支状況等を踏ま

えた負担金率の改定を行うこと。

③ 負担金率の大幅な上昇を避けるため、その引上げ幅は段階的かつ緩やかなも

のとすること。

また、令和６年度には、「充足賦課方式」の導入後１０年が経過し、地方公務

員をめぐる情勢も大きく変化していることを踏まえ、改めて検証を行い、年金給

付に係る将来への備えを十分に行うためには、積立ルールを労働者災害補償保険

（以下「労災保険」という。）等の運用と同様のものに改正すべきと判断し、地

方公務員災害補償基金財務規程（以下「財務規程」という。）の見直しを行いま

した。

今後は適正な財政運営のために３年ごとに財政検証を行い、負担金率改正の要

否を含め適時適切に検討することとしています。

他には、平成２２年度から、普通補償経理において任命権者の公務災害防止の

ための取組を促すことにより公務災害の減少を図り、併せて負担の公平を図る目

的で、地方公共団体ごとの各職種別の負担金に占める給付費の割合に応じて、負

担率を引き上げる又は引き下げることとするメリット制を導入しているところ

です。
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６ 主な制度等の沿革

基金は、設立と同時に主たる事務所である本部を東京都に置き、また、従たる事

務所である支部を都道府県及び指定都市ごとに置き、当初５２支部が置かれまし

た。

その後、沖縄の日本への復帰に伴い、昭和４７年５月１５日に沖縄県支部が増設

されました。また、新たに札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さ

いたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市及び熊本市が指定都

市として指定されたことに伴い、支部が増設され、令和６年度末現在で、６７支部

が置かれています。

基金設立以降の主な制度等の沿革は、次のとおりです。

(1) 補償の拡充

    地方公務員災害補償法制定以来、国家公務員災害補償法及び労働者災害補償保

険法に基づく災害補償制度等との均衡を図るとともに、社会環境の変化に伴う公

務災害の多様化等に対処した制度の創設に加え、被災職員及び遺族に対する補償

内容の改善・充実に努めています。

補償の種類は、地方公務員災害補償制度の発足時においては７種類でしたが、

現在では、①療養補償、②休業補償、③傷病補償年金、④障害補償（障害補償年

金、障害補償一時金）、⑤介護補償、⑥遺族補償（遺族補償年金、遺族補償一時

金）、⑦葬祭補償、⑧障害補償年金差額一時金、⑨障害補償年金前払一時金、⑩

遺族補償年金前払一時金並びに船員のみに適用される⑪予後補償及び⑫行方不

明補償の１２種類となっています。

(2) 特殊公務災害補償制度の創設

    地方公務員のうち警察職員、消防職員等の特殊公務に従事する職員は、その任

務遂行に当たって、その生命及び身体に高度の危険が予測される状況にあっても

その職務を遂行しなければなりません。こうしたことから、このような状況下に

おいて公務上の災害を受けた場合に公務災害補償上特別の措置を講ずる特殊公

務災害補償制度が、昭和４７年に創設されました。

(3) 通勤災害補償制度の創設

    通勤途上の災害については、制度発足当初は、通勤が任命権者の支配が及ぶ等

の状況にあると認められる場合を除き、災害補償の対象にされていませんでした
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が、昭和４８年１２月１日からは、通勤災害についても災害補償の対象に加えら

れました。

(4) 福祉事業（旧福祉施設）の拡充

    旧福祉施設は、使用者としての法的義務として行われる補償によっては充足し

きれない領域の付加的給付として発足しました。基金設立当初は、外科後処置に

関する施設、休養又は療養に関する施設、リハビリテーションに関する施設、義

肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設並びに休業援護金及び奨学援護

金の支給の７種類でしたが、その後、社会経済情勢等の変化等に即応して物的給

付や金銭給付の充実が図られました。平成７年８月１日からは、その実施内容を

理解しやすくするため等の理由により、名称が「福祉施設」から「福祉事業」に

改められました。

    現在の福祉事業は、外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア、

休業援護金、在宅介護を行う介護人の派遣、奨学援護金、就労保育援護金、傷病

特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護

金、傷病特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給付金及

び長期家族介護者援護金の１８事業となっています。

(5) 公務災害防止事業の創設

    平成７年の地方公務員災害補償法の改正により、基金の業務として、公務災害

防止事業が創設されました。これには、公務上の災害の防止に関する活動を行う

団体に対する援助、公務上の災害を防止する対策の調査研究並びに公務上の災害

を防止する対策の普及及び推進に関する３つの事業があります。

  (6) 不服申立制度の改正

    基金の支部長が行う補償の決定に不服がある場合には、審査請求と再審査請求

の二段階の不服申立制度が設けられています。

    平成８年には、審理の迅速処理を図るとともに不服申立制度の趣旨をいかすた

め、地方公務員災害補償法の一部改正により、次の改正が行われました。

   ① 審査請求後３か月を経過しても支部審査会による決定がないときは、支部審

査会が審査請求を棄却したものとみなして、審査会に対して再審査請求をする

ことができるものとすること。

   ② 不服申立て中の処分の取消しの訴えは、原則として、再審査請求後３か月を
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経過しても審査会による裁決がないときに限り提起することができるものと

すること。

   ③ 審査会の委員を１人増員するとともに、二合議体（委員６人）の二部制とす

ること。

平成２６年には、行政不服審査法について、関係法制度の整備・拡充を踏まえ、

公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、制定後５０年ぶりに抜本的な見

直しが行われ、平成２６年６月１３日に全部改正された行政不服審査法（以下「改

正行審法」という。）が公布されました。併せて、地方公務員災害補償法の一部

が改正され、基金の不服申立制度については、審査請求及び再審査請求の二段階

制が維持されるとともに、再審査請求については訴訟との選択制に移行するなど

の改正が行われました。なお、改正行審法及び地方公務員災害補償法の一部を改

正する規定は、平成２８年４月１日に施行されました。

(7) 基金の地方共同法人化

    平成１３年１２月１９日に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画におい

て、基金は地方公共団体が主体となって業務運営を行う法人（いわゆる「地方共

同法人」）にすることとされました。

    これを受け、基金について地方公共団体が主体となって業務運営を行うために

必要な措置を講ずることを内容とする地方公務員災害補償法の一部を改正する

法律（平成１４年法律第１３５号）が公布され、平成１５年１０月から施行され

ました。

    こうして、地方共同法人となった基金には、地方公共団体の代表者からなる代

表者委員会が設置され、これが基金の意思を決定することとなり、この代表者委

員会が理事長及び監事を任命することとなりました。また、事業計画、予算及び

決算に関する総務大臣の承認が廃止されるとともに、従来政令で定められていた

地方公共団体の負担金率が定款で定められることとなりました。

     この法改正に併せて、地方公務員災害補償法施行令（以下「施行令」という。）、

地方公務員災害補償法施行規則（以下「施行規則」という。）、定款及び業務規

程についても、地方公共団体が主体となって業務運営を行うとする法改正の趣旨

に沿った改正が行われました。

(8) 地方独立行政法人職員の地方公務員災害補償法の適用
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        平成１５年には、各地方公共団体の自主的な判断に基づき、試験研究、大学の

設置・管理、公営企業に相当する事業の経営等の業務について、地方公共団体と

は別の法人格を有する団体を設立し、自律的かつ弾力的な業務運営を行うことに

より、業務の効率性やサービス水準の向上を図ることを目的として、地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８号）が制定されました。

        これに伴い、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成１５年法律第１１９号）が制定され、地方公務員災害補償法について改正

が行われ、地方独立行政法人法に基づき設立される特定地方独立行政法人及び一

般地方独立行政法人の役職員についても、地方公務員災害補償法の適用対象とす

ることとされました。

     この法改正に併せて、施行令、施行規則、定款及び業務規程についても、所要

の規定の整備が行われました。

    (9) 情報公開及び個人情報保護

    基金は、平成１５年１０月１日から、地方共同法人化に伴い、独立行政法人等

の保有する情報の公開に関する法律の適用対象から外れることとなりました。し

かし、基金の公的性格に鑑み、引き続き、国、独立行政法人等の公的機関におけ

る情報公開と同様に対応することとし、地方公務員災害補償基金の保有する情報

の公開に関する規程等を定め、情報の公開を行っています。

    また、平成１７年４月１日からは、個人情報の保護に関する法律が全面施行さ

れました。これに伴い、基金は、同法の定める個人情報取扱事業者として、地方

公務員災害補償基金の保有する個人情報の保護に関する規程等を定め、同法に基

づく適正な対応を行っています。

        なお、不開示決定等に対する不服の申立てについては、地方公務員災害補償基

金情報公開・個人情報保護審査会（委員は、別表９を参照）を設置し、適切に対

応しています。

  (10) 通勤範囲の改定

        平成１８年４月１日からは、地方公務員災害補償法の一部改正により、①複数

就業者の就業の場所から勤務場所への移動及び②単身赴任者の赴任先住居と帰

省先住居の間の移動を新たに通勤災害補償制度の対象とすることとされました。

        また、平成２９年１月１日からは、施行規則の一部改正により、孫、祖父母及
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び兄弟姉妹の介護について、同居していなくとも日常生活上必要な行為とされた

ため、その後の合理的な経路への復帰後の移動についても新たに通勤災害補償制

度の対象とすることとなりました。
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Ⅱ 令和６年度の業務の実施状況

１ 対象団体数及び対象職員数

(1) 対象団体数

全ての団体を対象とした普通補償経理の令和７年３月３１日現在の対象団体数

は、都道府県４７団体、市及び特別区８１５団体、町村９２６団体、一部事務組

合等１，２４９団体、地方独立行政法人１６３団体の合計３，２００団体となっ

ています。

また、特別補償経理の対象団体数は、都道府県２団体、市及び特別区３０団体、

町村１団体、一部事務組合８団体、地方独立行政法人１３団体の計５４団体とな

っています。

(2) 対象職員数

① 普通補償経理

令和５年度確定負担金の算定基礎となった対象職員数は、都道府県

１，４６１千人、市及び特別区１，１９７千人、町村１５６千人、一部事務組合

等２２５千人の合計３，０３９千人となっています。

また、これを職員の区分ごとにみますと、義務教育学校職員７４４千人、義

務教育学校職員以外の教育職員４０８千人、警察職員２８１千人、消防職員

１６６千人、電気・ガス・水道事業職員７３千人、運輸事業職員２１千人、清掃

事業職員４２千人、船員２千人、その他の職員１，３０２千人となっています。

② 特別補償経理

令和５年度確定負担金の算定基礎となった対象職員数は、都道府県１６３千

人、市及び特別区２３５千人、町村０．３千人（２５０人）、一部事務組合等

２７千人の合計４２５千人となっています。

また、これを職員の区分ごとにみますと、義務教育学校職員１０９千人、義

務教育学校職員以外の教育職員３７千人、警察職員４４千人、消防職員３３千

人、電気・ガス・水道事業職員１５千人、運輸事業職員１７千人、清掃事業職

員１２千人、船員０．０４千人（４３人）、その他の職員１５８千人となって

います。
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２ 補償の状況

   令和６年度における認定件数並びに補償及び福祉事業の給付の状況は以下のとお

りです。

  (1) 認定件数

    令和６年度における公務災害及び通勤災害の認定請求の受理件数は、

   ３５，５９６件（公務災害３１，６０９件、通勤災害３，９８７件）で、前年度

   に比べ、１１７件（０．３％）減少しています（公務災害３５２件（１．１％）の

減、通勤災害２３５件（６．３％）の増）。

    このうち、公務上の災害又は通勤災害該当の災害と認定した件数は、

   ３４，４２４件（公務災害３０，６６９件、通勤災害３，７５５件）で、前年度

   に比べ、１７０件（０．５％）減少しています（公務災害３０６件（１．０％）の

減、通勤災害１３６件（３．８％）の増）。

なお、職種ごとの認定件数は、次のとおりです。

職種別認定件数（令和６年度）     （単位：件）

区     分 公務災害 通勤災害 計

義 務 教 育 学 校 職 員 ７，０５８ ５９５ ７，６５３

義務教育学校職員以外の教育職員 ３，４１９ ４０８ ３，８２７

警 察 職 員 ６，０９２ ２９３ ６，３８５

消 防 職 員 １，４１８ １１３ １，５３１

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 事 業 職 員 ３０６ ９１ ３９７

運 輸 事 業 職 員 １７９ ４０ ２１９

清 掃 事 業 職 員 ７８９ ８６ ８７５

船 員 １９ ０ １９

そ の 他 の 職 員 １１，３８９ ２，１２９ １３，５１８

合     計 ３０，６６９ ３，７５５ ３４，４２４

(2) 給付の状況

   ① 給付件数
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     令和６年度の普通補償経理に係る補償及び福祉事業の総給付件数は、

    ５０，２７１件で、このうち補償の給付件数は、４４，０６９件（前年度に比

    べ、１６５件（０．４％）の増）で、公務災害が３８，８７９件、通勤災害が

５，１９０件となっています。また、福祉事業の給付件数は６，２０２件（前

年度に比べ、５１件（０．８％）の減）で、公務災害に係るものが

４，８１２件、通勤災害に係るものが１，３９０件となっています。

     次に、特別補償経理に係る補償及び福祉事業の総給付件数は、２，１０６件

    で、このうち補償の給付件数は、１，０３９件（前年度に比べ、６２件

（５．６％）の減）で、公務災害が８８７件、通勤災害が１５２件となっていま

す。また、福祉事業の給付件数は、１，０６７件（前年度に比べ、

６９件（６．１％）の減）で、公務災害が９０１件、通勤災害が１６６件とな

っています。

   ② 給付額

     令和６年度の普通補償経理に係る補償及び福祉事業の給付総額は、

    ２４，１８８百万円で、このうち補償費が１９，９２５百万円（前年度に比べ、

    ５３百万円（０．３％）の減）で、公務災害に係るものが１６，３１３

百万円、通勤災害に係るものが３，６１２百万円となっています。また、福祉

事業給付費は、４，２６３百万円（前年度に比べ、３１２百万円（６．８％）

の減）で、公務災害に係るものが３，４３３百万円、通勤災害に係るものが

８３０百万円となっています。

     次に、特別補償経理に係る補償及び福祉事業の給付総額は、５２６百万円

    で、このうち補償費は、３９２百万円（前年度に比べ、７百万円（１．７％）

    の増）で、公務災害に係るものが３２８百万円、通勤災害に係るものが６４百

    万円となっており、また、福祉事業費は、１３４百万円（前年度に比べ、

１百万円（１．０％）の増）で、公務災害に係るものが１１２百万円、通勤災

害に係るものが２２百万円となっています。

     なお、普通補償経理の補償の種類ごとの件数及び給付額は別表１０「普通補

償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳」、特別補償経理の補償の種類

ごとの件数及び給付額は別表１１「特別補償経理に係る補償費及び福祉事業給

付費の内訳」のとおりです。
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３ 不服申立ての状況

令和６年度において、支部審査会に対してなされた審査請求件数は１５５件、処

理された事案は１４６件で、内訳は裁決１３９件（却下４件、棄却１０３件、取消し

２８件、一部取消し４件）、取下げ７件であり、年度末における審理中件数は１６２

件となっています。なお、取消し事案の内訳は、公務外認定１７件（負傷７件、精神

疾患６件、自殺１件、その他疾病３件）、通勤災害非該当５件、療養補償等不支給３

件、障害等級等３件、一部取消し事案の内訳は、療養補償等不支給３件、障害等級等

１件となっています。

令和６年度において、審査会に対してなされた再審査請求件数は３２件、処理さ

れた事案は４１件で、内訳は裁決４０件（却下４件、棄却３４件、取消し２件）、取

下げ１件であり、年度末における審理中件数は３１件となっています。なお、取消

し事案の内訳は、通勤災害非該当２件となっています。

４ 訴訟の状況

   地方公務員災害補償法によって行う補償に関する決定は、行政事件訴訟法による

訴訟の対象とされ、補償の決定に不服がある者は、原則として、審査請求に対する

支部審査会の裁決又は再審査請求に対する審査会の裁決を経て、訴訟を提起できる

こととされています。

   令和６年度において新たに提起された訴訟は１４件、判決が言い渡された事件が

３２件（棄却等２９件、取消し３件）となっています。なお、取消し事案の内訳は、

通勤災害非該当認定２件、公務外認定１件となっています。

また、年度内に確定した事件は１７件で、令和６年度末における訴訟係属件数は３

１件となっています。

５ 第三者加害事案

    令和６年度に第三者加害事案（公務災害又は通勤災害として認定された事案のう

ち、その災害が第三者の行為によって生じたもの）として認定した件数は、

  ２，５５２件で、前年度に比べ２２件（０．９％）増加しています。
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６ 公務災害防止事業

   令和６年度に実施した公務上の災害を防止する事業の実施状況は、次のとおり   

です。

  (1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

    一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会が行う「学校給食事業安全衛生管理

セミナー」、「清掃事業安全衛生管理セミナー」、「安全管理研修会」、「消防職

員安全衛生管理研修会」、「病院等における安全衛生管理対策研修会」、「警察職

員安全衛生管理セミナー」、「新任安全衛生担当者基本研修会」、「学校における

安全衛生管理者研修会」、「メンタルヘルスマネジメント実践研修会」、「職場環

境改善アドバイザー派遣事業」、「作業環境測定士派遣事業」、「公務災害防止対

策アドバイザー派遣事業」、「重大公務災害防止対策セミナー」、「職場巡視・安

全衛生点検セミナー」、「職場の衛生管理研修会」、「メンタルヘルス対策支援専

門員派遣事業」及び「地方公共団体の安全衛生委員会の活動活性化に向けた事例

集の作成」への援助を実施しました。

  (2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

    「公務災害の発生状況等の調査に関する報告書作成事業」及び「地方公務員の

総合的な労働安全衛生に関する調査研究事業」を一般財団法人地方公務員安全衛

生推進協会に委託し、「公務災害防止対策事業」を本部で実施しました。

  (3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

    「メンタルヘルス対策サポート推進事業」及び「公務災害防止啓発映像教材制

作事業」を一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会に委託し実施しました。

７ 補償実施業務の効率化など

基金では、本部・支部間における情報共有・連絡を図ることを目的として、「基

金情報処理ネットワークシステム」（基金ＬＡＮ）を平成９年度から、被災職員の

公務・通勤災害認定等情報を情報システムにより処理することによる補償実施業務

の効率化を目的として、「基金業務総合処理システム」を平成１３年度から、それ

ぞれ運用しています。

これらのシステムについては、その後平成２１年１月に策定した「基金災害補償
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業務及び情報ネットワークに係る業務・システム最適化計画」に基づき、情報セキ

ュリティ対策及び障害・災害対策の実施により業務遂行上のリスクの軽減に努める

とともに、業務システムの機能を拡充すること等により業務の効率化を図ってきた

ところです。

また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づき、平成２９年７月から基金情報連携システムを介して外部の行政機関と受

給権者の年金情報等の照会・提供を実施しています。

このほか、業務のデジタル化に取り組むため、令和２年度に、企画課内にデジタ

ル化推進室を設置しました。また、働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止等の観点から、本部・支部においてテレワーク環境を整備しています。

８ 制度等の改正等

   令和６年度における制度等の改正は、次のとおりです。

(1) マイナンバー登録事務を適正に行うための所要の規定整備〔理事長決定の一部

改正等〕

＜令和６年５月１日から施行＞

マイナンバー紐付け誤りの再発防止のためデジタル庁から発出された「マイ

ナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドライ

ン」及び当該ガイドラインを受けて発出された総務省通知（令和６年１月 22

日付総行安第２号）を踏まえ、基金におけるマイナンバー登録事務を適正に行

うため「個人番号利用事務等における特定個人情報の取扱いに係る安全管理措

置に関する細則」（平成 27 年 12 月 25 日理事長決定）の一部を改正し、「個

人番号登録事務に係る実施要領」（事務局長決定）を制定する等、所要の規定

整備を行いました。

(2) 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いについて〔企画課長通知の発出〕

＜令和６年１０月１５日発出＞

令和６年１０月１日から健康保険において、長期収載品（後発医薬品のある

先発医薬品）の処方等又は調剤について選定療養の仕組みが導入されたことを
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踏まえ、地方公務員災害補償制度においても労災保険等における取扱いと同様

に、長期収載品の処方が医療上必要と認められる場合等を除き、「特別の料

金」に相当する額を被災職員が負担する取扱いとする通知を発出しました。

(3) 平均給与額の算定に係る控除日の一部改正〔地方公務員災害補償法の一部改

正〕

＜令和７年１月８日公布（令和７年１０月１日から施行）＞

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律により、一日の

勤務時間の全部について部分休業を取得することも可能となることを踏まえ、

地方公務員災害補償法に定める平均給与額の算定に係る控除日に、部分休業の

承認を受けて一日の勤務時間の「全部」について勤務しなかった日を追加する

改正が行われました。

(4) 「地方公務員災害補償法に基づく年金の担保貸付取扱いに関する協定書」等の

廃止について〔理事長通知等の廃止〕

＜令和７年１月２９日発出＞

令和４年４月１日以降、新たに地方公務員災害補償法に基づく年金たる補償

を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に担保に

供し、小口資金の貸付を受けることができなくなっていましたが、貸付を受け

ている受給権者が不在となったことを受け、関連する通知等を廃止する通知を

発出しました。

(5) 責任準備金への繰入基準等の会計関係規定の見直し〔財務規程の一部改正、業

務規程の一部改正〕

＜財務規程は令和７年３月１日から施行、令和７年度予算及び令和６年度決算か

ら適用。業務規程は令和７年３月２５日から施行＞

平成２６年度に将来の年金支給に備えた積立てに関し、いわゆる「充足賦課方

式」に転換してから約１０年が経過し、改めて検証を行ったところ、これまで積

み立てた額と、労災保険等と同様の方法で試算した額との間に、差額が生じてい

ることが明らかとなったことから、労災保険等を参考に、後年度の年金給付に備
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えるための負債に計上する積立金の名称を「支払備金」から「責任準備金」に改

め、責任準備金の積立を、保険数理等に基づいた合理的な基準に従って行うとと

もに、過去分の差額は３０年で分割計上するため、財務規程の一部を改正しまし

た。併せて、リース取引項目の新設をはじめ、企業会計など一般的な会計ルール

に合わせる会計関係規定の改正も行いました。

(6) 奨学援護金の支給額の改定〔業務規程の一部改正〕

＜令和７年４月１日から施行＞

国家公務員災害補償制度との均衡を考慮し、小学校等に在籍する者に係る奨学

援護金の支給額を月額１５，０００円から月額１６，０００円とし、中学校等に

在籍する者に係る奨学援護金の支給額を月額２０，０００円から月額

２１，０００円とし、高等学校等に在籍する者に係る奨学援護金の支給額を月額

１９，０００円から月額２０，０００円とする改定を行いました。

(7) 障害特別援護金の支給額の改定〔業務規程の一部改正〕

＜令和７年４月１日から施行＞

国家公務員災害補償制度との均衡を考慮し、通勤災害に係る障害特別援護金

の支給額を改定しました。

（単位：万円）

障害等級
支給額

障害等級
支給額

改定前 改定後 改定前 改定後

第１級 915 845 第８級 改定なし

第２級 885 820 第９級 155 150

第３級 855 790 第 10 級 125 120

第４級 520 500 第 11 級 95 90

第５級 445 430 第 12 級 75 70

第６級 375 360 第 13 級 55 50

第７級 300 290 第 14 級 40 35
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(8) 補装具の支給等を受けるために旅行する場合の旅行費の改正〔業務規程の一部

改正〕

＜令和７年４月１日から施行＞

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和 25 年法律第 114 号）において、旅費

の種類や内容の詳細に係る技術的事項を国家公務員等の旅費に関する法律施行

令（令和６年政令第 306 号）に委任されたことを踏まえ、補装具の支給等を受

けるために旅行する場合の旅行費について、旅行費の種類や内容を細かく規定

していたものを「国家公務員災害補償法の規定による福祉事業に準じて理事長

が定める範囲内」に改正しました。

(9) 「地方公務員災害補償基金業務規程第 25 条の２第１項に規定する福祉事業の

取扱いについて」の一部改正〔理事長通知の一部改正〕

＜令和７年４月１日から施行＞

義眼、車いす、歩行補助つえ及びかつら（修理）に係る支給額の特例を廃止

し、かつらの支給又は再支給については、労働者災害補償保険制度における支

給実績を参考に支給額の基準を 30 万円から 80 万円に引き上げる等、その他所

要の改正を行いました。

また、熱傷に係るアフターケア及び外傷による抹消神経損傷に係るアフター

ケアの対象者の範囲及び措置範囲を拡大する改正を行いました。

さらに、業務規程第 30 条における「国家公務員災害補償法の規定による福

祉事業に準じて理事長が定める範囲」について定める改正を行いました。

(10) 傷病補償年金等の加算措置の対象に先遣調査業務を追加する改正〔施行令の一

部改正〕

＜令和７年４月１日から施行＞

施行令第 10 条の規定により、公務で外国旅行中の職員がその生命又は身体に

対する高度な危険が予測される状況の下において、国際緊急援助活動に従事し、

そのため公務上の災害を受けた場合、傷病補償年金、障害補償又は遺族補償につ

いて加算措置を講じることとされていますが、加算措置の対象となる職務に先遣
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調査業務を追加する改正が行われました。

(11) スライド率等の改正〔総務省告示の一部改正〕

＜令和７年４月１日から施行＞

年金たる補償に係る平均給与額の改定のためのスライド率等を定める改正が行

われました。

(12) 地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等につい

ての一部改正〔総務省告示の一部改正〕

＜令和７年４月１日から施行＞

非常勤職員に対する地方公務員災害補償法の適用に当たっては、一定の要件を

満たす者を常勤職員とみなすこととしているところ、その要件のうち、常勤職員に

ついて定められている勤務時間以上勤務した日に、常勤職員の勤務時間以上の勤

務時間の総量を維持した上でフレックスタイム制により勤務時間を定めて勤務し

た場合であって、１日について常勤職員の勤務時間に満たない勤務時間により勤

務した日及びフレックスタイム制により勤務時間を定めない日を含むこととする

改正が行われました。

９ 対処すべき課題

  基金としては、今後とも次のような課題に対処しつつ、環境の変化や社会経済情

勢の変化に対応し、更に迅速かつ公正な補償の実施の確保に努めていくことが必要

であると考えています。

  (1) 認定事務の迅速かつ公正な実施

    公務災害の認定については、認定基準に則して迅速かつ公正な認定に努めます。

特に心・血管疾患、脳血管疾患、精神疾患及び精神疾患に起因する自殺、石綿に

よる疾病等に係る公務災害認定請求の判断困難事案については、医学専門家によ

る最新の医学的知見を徴しながら、過重な業務による強度の精神的・肉体的負担

と疾病の発症機序等を踏まえた迅速かつ公正な認定に努めます。

(2) 公務災害防止事業の推進
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    公務災害の発生を未然に防止することが極めて肝要であり、近年、地方公共団

体等ではメンタルヘルス不調による休務者が増加傾向にあることから、地方公務

員等における「心の健康問題」に対応するため、メンタルヘルス対策に関する各

種事業の取組を強化する等、引き続き公務災害防止事業の推進に努めます。
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別表１ 従たる事務所（支部）の所在地       （令和７年３月３１日現在）

支 部 名 所     在     地

北海道支部

青森県支部

岩手県支部

宮城県支部

秋田県支部

山形県支部

福島県支部

茨城県支部

栃木県支部

群馬県支部

埼玉県支部

千葉県支部

東京都支部

神奈川県支部

新潟県支部

富山県支部

石川県支部

福井県支部

山梨県支部

長野県支部

岐阜県支部

静岡県支部

愛知県支部

三重県支部

滋賀県支部

京都府支部

大阪府支部

兵庫県支部

奈良県支部

和歌山県支部

鳥取県支部

島根県支部

〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６

〒０３０－８５７０ 青森市長島１－１－１

〒０２０－００２３ 盛岡市内丸１１－１盛岡地区合同庁舎

〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町３－８－１

〒０１０－８５７０ 秋田市山王４－１－１

〒９９０－８５７０ 山形市松波２－８－１

〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６

〒３１０－０８５２ 水戸市笠原町９７８－２５ 茨城県開発

          公社ビル７階

〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町１－１－１

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１

〒２６１－７１３３ 千葉市美浜区中瀬 2-6-1WBG ﾏﾘﾌﾞｳｴｽﾄ

３３階（補償・経理班）

〒２６０－８６６７  千葉市中央区市場町１－１（審査班）

〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁

第一本庁舎北塔３５階

〒２３１－８５８８ 横浜市中区日本大通１

〒９５０－８５７０ 新潟市中央区新光町４－１

〒９３０－８５０１ 富山市新総曲輪１－７

〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１

〒９１０－８５８０ 福井市大手３－１７－１

〒４００－８５０１ 甲府市丸の内１－６－１

〒３８０－８５７０ 長野市大字南長野字幅下６９２－２

〒５００－８５７０ 岐阜市薮田南２－１－１

〒４２０－８６０１ 静岡市葵区追手町９－６

〒４６０－０００１ 名古屋市中区三の丸３－２－１

〒５１４－８５７０ 津市広明町１３

〒５２０－８５７７ 大津市京町４－１－１

〒６０２－８５７０ 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

〒５４０－８５７０ 大阪市中央区大手前２－１－２２

〒６５０－８５６７ 神戸市中央区下山手通５－１０－１

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０

〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１

〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１－２２０

〒６９０－８５０１ 松江市殿町１
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支 部 名 所     在     地

岡山県支部

広島県支部

山口県支部

徳島県支部

香川県支部

愛媛県支部

高知県支部

福岡県支部

佐賀県支部

長崎県支部

熊本県支部

大分県支部

宮崎県支部

鹿児島県支部

沖縄県支部

横浜市支部

名古屋市支部

京都市支部

大阪市支部

神戸市支部

北九州市支部

札幌市支部

川崎市支部

福岡市支部

広島市支部

仙台市支部

千葉市支部

さいたま市支部

静岡市支部

堺市支部

新潟市支部

浜松市支部

岡山市支部

相模原市支部

熊本市支部

〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６

〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２

〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１

〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１－１

〒７６０－８５７０ 高松市番町４－１－１０

〒７９０－８５７０ 松山市一番町４－４－２

〒７８０－８５７０ 高知市丸ノ内１－２－２０

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７－７

〒８４０－８５７０ 佐賀市城内１－１－５９

〒８５０－８５７０ 長崎市尾上町３－１

〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６－１８－１

〒８７０－８５０１ 大分市大手町３－１－１

〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２－１０－１

〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０－１

〒９００－８５７０ 那覇市泉崎１－２－２

〒２３１－０００５ 横浜市中区本町６－５０－１０

〒４６０－８５０８ 名古屋市中区三の丸３－１－１

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺

前町４８８

〒５３０－８２０１ 大阪市北区中之島１－３－２０

〒６５０－００３４ 神戸市中央区京町７２

新クレセントビル９階

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１－１

〒０６０－８６１１ 札幌市中央区北１条西２

〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１

〒８１０－８６２０ 福岡市中央区天神１－８－１

〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町１－６－３４

〒９８０－８６７１ 仙台市青葉区国分町３－７－１

〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１－１

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４

〒４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５－１

〒５９０－００７８ 堺市堺区南瓦町３－１

〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１－６０２－１

〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３－２

〒７００－８５４４ 岡山市北区大供１－１－１

〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５

〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１－１
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別表２ 代表者委員会委員             （令和７年３月３１日現在）

氏  名 構   成 任    期

杉 本 達 治 都道府県知事を代表 令和６年１０月 １日～令和９年 ９月３０日

池 田 宜 永 市 長 を 代 表 令和６年１０月 １日～令和９年 ９月３０日

吉 田 隆 行 町 村 長 を 代 表 令和６年１０月 １日～令和９年 ９月３０日

別表３ 令和６年度代表者委員会の開催状況

開 催 年 月 日 審 議 事 項

令和６年 ６月１９日 ・令和５年度普通補償経理決算

・令和５年度特別補償経理決算

・理事の選任同意

令和６年 ６月２７日 ・理事長の任命

・理事の選任同意

令和６年１１月２０日 ・理事長の任命

令和７年 ３月２５日 ・地方公務員災害補償基金業務規程の一部改正

・令和７年度普通補償経理事業計画及び予算

・令和７年度特別補償経理事業計画及び予算
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別表４ 運営審議会委員              （令和７年３月３１日現在）

氏  名 構   成 任    期

丸 山 達 也 都 道 府 県 知 事 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

須 藤 昭 男 市 長 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

谷 川 俊 博 町 村 長 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

坂 本 雅 彦 都道府県教育委員会の教育長 令和６年１２月１６日～令和７年１１月３０日

廣 瀨 道 明 都道府県公安委員会の委員 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

内 藤 伸 二 朗 地方公営企業の管理者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

伊 藤   功 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

山 木 正 博 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

村 上 彰 一 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

大 江 秀 敏 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

甲 斐 哲 彦 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

高 田 寛 文 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

別表５ 令和６年度運営審議会の開催状況

開 催 年 月 日 審 議 事 項

令和６年６月１４日 ・令和５年度普通補償経理決算

・令和５年度特別補償経理決算

令和７年３月１０日 ・地方公務員災害補償基金業務規程の一部改正

・令和７年度普通補償経理事業計画及び予算

・令和７年度特別補償経理事業計画及び予算
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別表６ 役員の氏名、役職、任期及び経歴      （令和７年３月３１日現在）

役 職 氏   名 任   期 経   歴

理事長 山 越 伸 子 令和６年１２月 １日

    ～

令和９年１１月３０日

令和６年 ７月就任

前職：総務省大臣官房

地域力創造審議官

理 事 谷 輪 浩 二 令和６年 ７月 ５日

    ～

令和８年 ６月２７日

令和６年 ７月就任

前職：総務省情報公開・個

人情報保護審査会

事務局総務課長

理 事

（非常勤）

佐 藤 智 秀 令和６年 ５月３１日

～

令和７年１２月 １日

令和６年 ５月就任

現職：東京都総務局長

理 事

（非常勤）

阪 谷 幸 春 令和５年１２月 ２日

～

令和７年１２月 １日

令和５年１２月就任

現職：広島県広島市

   企画総務局長

理 事

（非常勤）

髙 瀬   誠 令和６年 ７月２０日

～

令和８年 ７月１９日

令和６年 ７月就任

現職：香川県宇多津町

副町長

監 事 阿 部 健 郎 令和６年 ２月 １日

～

令和８年 １月３１日

令和６年 ２月就任

前職：人事院国家公務員

倫理審査会事務局

首席参事官
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別表７ 審査会委員             （令和７年３月３１日現在）

氏  名 任     期

大  谷  俊  郎 令和７年２月１０日～令和１０年２月９日

森  田  明  夫 令和７年２月１０日～令和１０年２月９日

上  田  紘  士 令和７年２月１０日～令和１０年２月９日

塚  﨑  裕  子 令和７年２月１０日～令和１０年２月９日

福  田  紀  夫 令和７年２月１０日～令和１０年２月９日

水 上    保 令和７年２月１０日～令和１０年２月９日

別表８ 職員の区分及び負担金率（令和６年度適用分）

職員の区分
負 担 金 率

普通補償経理 特別補償経理

義 務 教 育 学 校 職 員 １．００／１,０００ ０．０５／１,０００

義 務 教 育 学 校 職 員

以 外 の 教 育 職 員
１．０７／１,０００ ０．１０／１,０００

警 察 職 員 ３．３９／１,０００ ０．５６／１,０００

消 防 職 員 ２．４５／１,０００ ０．１４／１,０００

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道

事 業 職 員
１．６５／１,０００ ０．０９／１,０００

運 輸 事 業 職 員 １．９５／１,０００ ０．４１／１,０００

清 掃 事 業 職 員 ４．１８／１,０００ ０．９６／１,０００

船 員 ４．１２／１,０００ １．０５／１,０００

そ の 他 の 職 員 １．０８／１,０００ ０．０９／１,０００

27



別表９ 情報公開・個人情報保護審査会委員 （令和７年３月３１日現在）

氏  名 任     期

鵜 養 幸 雄 令和６年１１月１日～令和９年１０月３１日

江 村 利 明 令和６年１１月１日～令和９年１０月３１日

小 西   敦 令和６年１１月１日～令和９年１０月３１日

28



( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( ) ( ) ( )

※「令和６年度補償統計（速報版）」より

0.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0

遺 族 補 償 年 金
前 払 一 時 金

0 0.0 0 0.0 0

別表１０　普通補償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳

区　　　分

公　務　災　害 通　勤　災　害 合　　　　　計

支　出　額
割　合

支　出　額
割　合

支　出　額
割　合

（件　数） （件　数） （件　数）

19,925,230,110 82.4

円 ％ 円 ％ 円

89.0 5,190 78.9 44,069

％

補 償 費 16,313,485,837 82.6 3,611,744,273 81.3

87.7

療 養 補 償 費 7,095,080,346 35.9 1,567,982,429 35.3 8,663,062,775 35.8

38,879

48,158,443 0.2

35,095 80.3 4,285 65.1 39,380

0.3 17 0.3 135

78.3

休 業 補 償 費 44,549,047 0.2 3,609,396 0.1

0.3

傷 病 補 償 年 金 費 186,962,886 0.9 33,448,023 0.8 220,410,909 0.9

118

3,509,869,166 14.5

33 0.1 8 0.1 41

2.3 409 6.2 1,426

0.1

障 害 補 償 費 2,546,054,453 12.9 963,814,713 21.7

2.8

介 護 補 償 費 54,849,358 0.3 21,032,768 0.5 75,882,126 0.3

1,017

7,383,107,867 30.5

74 0.2 26 0.4 100

5.8 442 6.7 2,957

0.2

遺 族 補 償 費 6,363,449,927 32.2 1,019,657,940 23.0

5.9

葬 祭 補 償 費 22,539,820 0.1 2,199,004 0.0 24,738,824 0.1

2,515

0 0.0

27 0.1 3 0.0 30

0.0 0 0.0 0

0.1

障 害 補 償 年 金
差 額 一 時 金

0 0.0 0 0.0

0.00

6,202 12.3

福 祉 事 業 給 付 費 3,432,570,429 17.4 830,204,925 18.7 4,262,775,354

0.1 1,265,439 0.0 19,689,788

17.6

4,812 11.0 1,390 21.1

0.1

121 0.3 18 0.3 139 0.3

休 業 援 護 金 18,424,349

59 0.1

傷 病 関 係 給 付 費 54,461,428 0.3 11,922,789 0.3 66,384,217

5.3 481,213,787 10.8 1,520,078,238

0.3

47 0.1 12 0.2

6.3

1,542 3.5 782 11.9 2,324 4.6

障 害 関 係 給 付 費 1,038,864,451

3,088 6.1

遺 族 関 係 給 付 費 2,093,772,173 10.6 295,862,013 6.7 2,389,634,186

1.1 39,940,897 0.9 266,988,925

9.9

2,606 6.0 482 7.3

1.1

496 1.1 96 1.5 592 1.2

そ の 他 227,048,028

合　　　計
19,746,056,266 100.0 4,441,949,198 100.0 24,188,005,464 100.0

43,691 100.0 6,580 100.0 50,271 100.0

割　　　合

％ ％ ％

81.6 18.4 100.0

86.9 13.1 100.0
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( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( ) ( ) ( )

※「令和６年度補償統計（速報版）」より

83.5% 16.5% 100.0

84.9% 15.1% 100.0

318 100.0 2,106 100.0

割　　　合

％ ％ ％

50.7%

合　　　計
439,490,235 100.0 86,590,335 100.0 526,080,570 100.0

1,788 100.0

休 業 援 護 金 901 50.4% 166 52.2% 1,067

49.3%

福 祉 事 業 給 付 費 111,767,060 25.4% 22,277,380 25.7% 134,044,440 25.5%

休 業 補 償 費 887 49.6% 152 47.8% 1,039

％

補 償 費 327,723,175 74.6% 64,312,955 74.3% 392,036,130 74.5%

（件　数） （件　数） （件　数）

円 ％ 円 ％ 円

区　　　分

公　務　災　害 通　勤　災　害 合　　　　　計

支　出　額
割　合

支　出　額
割　合

支　出　額
割　合

別表１１　特別補償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳
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